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「
日
中
共
同
声
明
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

本
年
は
、
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
一
九
七
二
年
九
月
二
十
九
日
に
「
日
中
共
同
声
明
」
に
調
印
し
た
こ
と

を
以
て
国
交
を
樹
立
し
た
節
目
の
年
に
当
た
る
。
こ
の
日
、
「
日
中
共
同
声
明
」
に
署
名
し
た
当
時
の
大
平
正
芳
外
務
大
臣
は

北
京
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
記
者
会
見
を
開
き
、
そ
の
最
後
に
「
共
同
声
明
の
中
に
は
触
れ
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
日

中
関
係
正
常
化
の
結
果
と
し
て
、
日
華
平
和
条
約
は
、
存
続
の
意
義
を
失
い
、
終
了
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が

日
本
政
府
の
見
解
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
、
中
華
民
国
と
の
断
交
を
表
明
し
た
。 

 

た
だ
し
、
大
平
外
務
大
臣
は
、
「
日
中
共
同
声
明
」
第
三
項
に
つ
い
て
、
調
印
し
た
翌
九
月
三
十
日
の
自
民
党
両
院
議
員
総

会
に
お
い
て
「
両
国
が
永
久
に
一
致
で
き
な
い
立
場
を
表
し
た
」
と
述
べ
、
台
湾
の
地
位
に
つ
い
て
日
本
と
中
国
の
考
え
が
相

容
れ
な
い
こ
と
を
表
明
し
た
。 

 

し
か
し
、
中
国
の
李
克
強
首
相
は
「
日
中
共
同
声
明
」
に
つ
い
て
「
一
つ
の
中
国
の
原
則
を
堅
持
す
る
と
い
う
重
要
な
態
度

を
含
め
た
」
（
二
〇
一
八
年
十
月
二
十
五
日
の
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
四
十
周
年
記
念
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
）
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
中
国
政
府
は
事
あ
る
ご
と
に
「
『
一
つ
の
中
国
』
原
則
を
厳
守
し
、
中
国
へ
の
内
政
干
渉
を
直
ち
に
止
め
中
国
の
利
益

を
損
な
う
こ
と
を
直
ち
に
止
め
る
よ
う
要
求
す
る
」
（
「
人
民
網
日
本
語
版
」
二
〇
二
一
年
四
月
十
九
日
）
な
ど
と
述
べ
て
い
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る
。 

 

一
方
、
昨
年
来
の
日
米
首
脳
会
談
や
Ｇ
７
の
共
同
声
明
な
ど
で
、
中
国
に
よ
る
東
シ
ナ
海
や
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
一
方
的
な

現
状
変
更
の
試
み
に
強
く
反
対
し
、
香
港
に
お
け
る
動
向
や
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
人
権
問
題
に
つ
い
て
も
深
刻
な

懸
念
を
表
明
し
た
。
ま
た
「
台
湾
海
峡
の
平
和
と
安
定
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
両
岸
問
題
の
平
和
的
解
決
を
促

す
」
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。 

 

台
湾
海
峡
の
平
和
と
安
定
や
台
湾
有
事
に
関
心
が
高
ま
る
中
、
去
る
七
月
に
凶
弾
に
斃
れ
た
安
倍
晋
三
・
元
総
理
は
昨
年
十

二
月
、
台
湾
向
け
の
講
演
で
「
台
湾
有
事
は
日
本
有
事
す
な
わ
ち
、
日
米
同
盟
の
有
事
で
も
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
日
中
と
日
台
関
係
を
規
定
す
る
「
日
中
共
同
声
明
」
を
発
出
し
て
か
ら
五
十
年
に
当
た
る
こ

と
か
ら
、
以
下
「
日
中
共
同
声
明
」
に
関
す
る
政
府
の
認
識
を
確
認
す
る
た
め
に
質
問
す
る
。 

一 

第
三
項
に
記
す
「
十
分
理
解
し
、
尊
重
」
と
は
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を

「
承
認
」
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
承
認
し
た
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

「
日
中
共
同
声
明
」
で
は
「
一
つ
の
中
国
の
原
則
を
堅
持
す
る
」
と
合
意
し
て
い
る
の
か
。
合
意
し
た
の
か
否
か
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 
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三 

大
平
外
務
大
臣
の
「
永
久
に
一
致
で
き
な
い
立
場
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場
か
。
政
府
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 
日
本
は
一
九
五
一
年
に
調
印
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
第
二
条
に
従
い
、
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島
に
対
す
る
す

べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
、
台
湾
の
領
土
的
な
位
置
づ
け
に
関
し
て
の
独
自
の
認
定
を
行
う
立
場
に
は
な

い
と
い
う
政
府
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。 

 
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
の
「
日
中
共
同
声
明
」
第
三
項
で
は
、
台
湾
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
土
の
不
可
分
の

一
部
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
表
明
し
た
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
立
場
に
対
し
て
「
十
分
理
解
し
、
尊
重
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣

言
第
八
項
に
基
づ
く
立
場
を
堅
持
す
る
」
と
、
台
湾
の
領
土
的
な
位
置
づ
け
に
関
す
る
政
府
見
解
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
立
場

を
表
明
し
た
。 

 
 

「
日
中
共
同
声
明
」
に
お
け
る
日
本
政
府
の
立
場
は
、
日
本
政
府
の
台
湾
の
領
土
的
な
位
置
づ
け
に
関
す
る
見
解
を
逸
脱

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
逸
脱
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

第
六
項
に
「
す
べ
て
の
紛
争
を
平
和
的
手
段
に
よ
り
解
決
し
、
武
力
又
は
武
力
に
よ
る
威
嚇
に
訴
え
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
」
と
あ
る
。
す
べ
て
の
紛
争
に
は
台
湾
有
事
も
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
は
「
日
中
共
同
声
明
」
に
お
い

て
台
湾
統
一
は
武
力
に
訴
え
な
い
こ
と
を
日
本
に
約
束
し
た
の
で
は
な
い
か
。 
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右
質
問
す
る
。 


